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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】モーションコントラストデータを良好に得るこ
とができるＯＣＴ装置を提供する。
【解決手段】ＯＣＴ装置１は、被検体に照射された測定
光と参照光によるＯＣＴ信号を取得するためのＯＣＴ光
学系と、被検体上の第１の領域と、第１の領域と隣接ま
たは部分的に重複する第２の領域とのそれぞれにおいて
時間的に異なる複数のＯＣＴ信号を取得する撮影シーケ
ンスであって、第１の領域と第２の領域との間で撮影条
件が異なる撮影シーケンスを、ＯＣＴ光学系を所定のト
リガに基づいて制御することで実行する制御部７０を有
する。更に、制御部７０は、第１の領域および第２の領
域において撮影シーケンスに基づいて取得された複数の
ＯＣＴ信号に基づいて被検体のモーションコントラスト
データを取得する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に照射された測定光と参照光によるＯＣＴ信号を取得するためのＯＣＴ光学系と
、
　被検体上の第１の領域と、前記第１の領域と隣接または部分的に重複する第２の領域と
のそれぞれにおいて時間的に異なる複数のＯＣＴ信号を取得する撮影シーケンスであって
、前記第１の領域と前記第２の領域との間で撮影条件が異なる撮影シーケンスを、前記Ｏ
ＣＴ光学系を所定のトリガに基づいて制御することで実行する制御手段と、
　前記第１の領域および前記第２の領域において前記撮影シーケンスに基づいて取得され
た複数のＯＣＴ信号に基づいて被検体のＯＣＴモーションコントラストデータを得る取得
手段と、を備えるＯＣＴ装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記撮影シーケンスにおいて、前記第１の領域と前記第２の領域との
間で、前記複数のＯＣＴ信号の取得に要する時間を、単位面積当たりで互いに異ならせる
、請求項１記載のＯＣＴ装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記撮影シーケンスにおいて、前記第２領域では、単位面積当たりの
Ａスキャンの回数を、前記第１領域よりも増大させる請求項２記載のＯＣＴ装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記撮影シーケンスにおいて、前記第２領域では、前記第１領域より
も高密度に前記ＯＣＴ信号を取得する請求項３記載のＯＣＴ装置。
【請求項５】
　前記ＯＣＴ光学系は、前記測定光を偏向し、被検体上で走査する走査部を有し、
　前記制御手段は、前記走査部を制御して前記第１の領域と前記第２の領域との間で時間
当たりの走査量を異ならせることによって、取得される前記ＯＣＴ信号の密度を、前記第
１の領域と前記第２の領域との間で互いに異ならせる請求項４記載のＯＣＴ装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記第２の領域における少なくとも一部のＯＣＴ信号の走査ポイント
において、前記走査部の走査方向に関して隣りあう２つの走査ポイントに対して照射され
た前記測定光のビームスポットがオーバーラップするように、前記走査部を制御する請求
項５記載のＯＣＴ装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、
　更に、前記第２の領域における少なくとも一部のＯＣＴ信号の走査ポイントにおいて、
前記走査部の前記走査方向に対する対角方向に関して隣り合う２つの走査ポイントに対す
る前記ビームスポットがオーバーラップするように、前記走査部を制御する請求項６記載
のＯＣＴ装置。
【請求項８】
　前記取得手段は、前記撮影シーケンスに基づいて取得された複数のＯＣＴ信号に対して
、前記第１の領域と第２の領域との間における走査ポイントの間隔の違いを補正するリマ
ッピング処理を実行したうえで、前記複数のＯＣＴ信号に基づく前記ＯＣＴモーションコ
ントラストデータを得る請求項４から７のいずれかに記載のＯＣＴ装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記ＯＣＴ光学系を制御して、前記ＯＣＴ信号の繰り返し取得回数を
、前記第１の領域に対して前記第２の領域では増大させる請求項３から８のいずれかに記
載のＯＣＴ装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記ＯＣＴ光学系を制御して、それぞれの走査ポイントにおける前記
ＯＣＴ信号のtime intervalを、前記第１の領域に対して前記第２の領域では短縮させる
請求項２から９のいずれかに記載のＯＣＴ装置。
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【請求項１１】
　前記制御手段は、前記ＯＣＴ光学系を制御して、それぞれの走査ポイントにおける露光
時間を、前記第１の領域に対して前記第２の領域では長くする２から１０のいずれかに記
載のＯＣＴ装置。
【請求項１２】
　前記第の１領域と前記第２の領域とのうち少なくとも一方における、位置、大きさ、又
は、その両方を設定する設定手段を有する請求項１から１１のいずれかに記載のＯＣＴ装
置。
【請求項１３】
　前記ＯＣＴ光学系は、前記被検体として被検眼眼底のＯＣＴ信号を取得することに適し
ており、
　前記設定手段は、
　前記設定手段は、前記第２の領域を、被検眼眼底の黄斑部又は乳頭部が中心に配置され
るように設定する請求項１２記載のＯＣＴ装置。
【請求項１４】
　前記設定手段は、被検体上における注目位置を示す注目位置情報に基づいて、前記注目
位置に対して前記第２の領域を設定し、さらにその周囲に前記第１の領域を設定する請求
項１２記載のＯＣＴ装置。
【請求項１５】
　前記設定手段は、操作入力部を介して検者によって指定された被検体上の位置に前記第
２の領域を設定し、さらにその周囲に前記第１の領域を設定する請求項１２記載のＯＣＴ
装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、被検体のＯＣＴモーションコントラストデータを取得するＯＣＴ装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、ＯＣＴ技術を応用して、モーションコントラストを得る装置が提案されてい
る（例えば、特許文献１参照）。特許文献１では、被検体におけるＯＣＴモーションコン
トラストデータの撮影範囲である第１の撮影範囲おいてＯＣＴ信号を取得し、更に、第１
の撮影範囲の一部に設定された第２の撮影範囲においてＯＣＴ信号をより高密度に取得す
ることが、開示されている。   
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－１９７７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＯＣＴモーションコントラストデータの取得には、通常のＯＣＴデータの取得に比べて
撮影時間を要するので、検者及び被検者にとって負担となり得る。
【０００５】
　特許文献１にかかる上記方法の場合、第２の撮影範囲は、第１の撮影範囲と完全に重複
しているので、第２の撮影範囲におけるＯＣＴモーションコントラストデータが、２重に
撮影されることとなる。
【０００６】
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　本開示は、従来技術の問題点に鑑み、モーションコントラストデータを良好に得ること
ができるＯＣＴ装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の第１態様に係るＯＣＴ装置は、被検体に照射された測定光と参照光によるＯＣ
Ｔ信号を取得するためのＯＣＴ光学系と、被検体上の第１の領域と、前記第１の領域と隣
接または部分的に重複する第２の領域とのそれぞれにおいて時間的に異なる複数のＯＣＴ
信号を取得する撮影シーケンスであって、前記第１の領域と前記第２の領域との間で撮影
条件が異なる撮影シーケンスを、前記ＯＣＴ光学系を所定のトリガに基づいて制御するこ
とで実行する制御手段と、前記第１の領域および前記第２の領域において前記撮影シーケ
ンスに基づいて取得された複数のＯＣＴ信号に基づいて被検体のＯＣＴモーションコント
ラストデータを得る取得手段と、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示によれば、モーションコントラストデータを良好に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一つの実施例の概略を示すブロック図である。
【図２】実施例におけるＯＣＴデバイスの光学系の一例を示す図である。
【図３】モーションコントラストの取得について説明するための図である。
【図４】副走査方向のステップを変更することで、領域毎にスキャン密度を異ならせる方
法を説明するための図である。
【図５】領域毎に走査スピードを変更することで、領域毎にスキャン密度を異ならせる方
法を説明するための図である。
【図６】走査ポイント間に隙間が生じる条件／生じない条件を説明するための図である。
【図７】領域毎にＯＣＴ信号の繰り返し取得回数を変更することで、領域毎にスキャン密
度を異ならせる方法を説明するための図である。
【図８】スキャン密度と、ＯＣＴ信号の繰り返し取得回数とを、領域毎に異ならせる撮影
方法を説明するための図である。
【図９】本実施例の制御動作を示すフローチャートである。
【図１０】撮影範囲全体の正面ＭＣデータの一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本開示における典型的な実施形態について説明する。   
【００１１】
　本実施形態に係るＯＣＴ装置（光コヒーレンストモグラフィー装置ともいう）は、例え
ば、ＯＣＴ光学系と、制御部とを備えてもよい（図１参照）。ここで、制御部は、ＯＣＴ
光学系を制御するために設けられてもよい。制御部は、例えば、ＯＣＴ光学系を含むＯＣ
Ｔ装置の全体を制御するために用いられてもよい。   
【００１２】
＜基本的構成＞   
　ＯＣＴ光学系（図２参照）は、例えば、被検体に照射された測定光と参照光によるＯＣ
Ｔ信号を取得するために設けられてもよい。ＯＣＴ光学系は、例えば、ＯＣＴ光源と、光
分割器と、測定光学系と、参照光学系と、光検出器を主に備えてもよい。この場合、光分
割器は、ＯＣＴ光源からの光を測定光と参照光に分割するために設けられてもよい。測定
光は、測定光学系を介して被検体に導かれてもよい。被検体で反射された測定光と、参照
光との干渉による干渉光が検出器に受光されてもよい。   
【００１３】
　測定光学系は、例えば、走査部（例えば、光スキャナ）を備えてもよい。走査部は、例
えば、被検体上でＸＹ方向（横断方向）に測定光を走査させるために設けられてもよい。
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例えば、制御部は、走査部を制御し、設定された走査位置に測定光を走査してもよい。
【００１４】
　参照光学系は、例えば、参照光を生成するために設けられてもよい。参照光は、被検体
での測定光の反射によって取得される反射光と合成されてもよい。参照光学系は、マイケ
ルソンタイプであってもよいし、マッハツェンダタイプであってもよい。
【００１５】
   光検出器は、測定光と参照光との干渉状態を検出するために設けられてもよい。フー
リエドメインＯＣＴの場合、例えば、干渉光のスペクトル強度が光検出器によって検出さ
れ、スペクトル強度データに対するフーリエ変換によってＯＣＴ信号が取得されてもよい
。
【００１６】
 制御部は、例えば、ＯＣＴ光学系によって検出された受光信号に基づいて、被検体のＯ
ＣＴ信号（ＯＣＴデータともいう）を取得してもよい。さらに、制御部は、測定光の走査
等によって異なる位置で得られたＯＣＴ信号を並べることで、ＢスキャンＯＣＴ信号を取
得してもよい。さらに、深さ方向に直交する方向に関する二次元範囲でのＯＣＴ信号を並
べることによって３次元ＯＣＴ信号を取得してもよい。制御部は、得られたＯＣＴ信号を
記憶部に記憶してもよい。制御部は、得られた結果を表示部に表示してもよい。
【００１７】
   ＜モーションコントラストデータの取得＞   
 制御部は、例えば、被検体のＯＣＴ信号（ＯＣＴデータ）を処理してＯＣＴモーション
コントラストデータ（以下、ＭＣデータ）を取得してもよい（例えば、図３参照）。この
場合、制御部は、例えば、同一位置に関して時間的に異なる少なくとも２つのＯＣＴ信号
を処理して、ＭＣデータを取得してもよい。ここで、ＭＣデータは、例えば、被検体の血
流の動きを画像化したデータであってもよい。この場合、ＭＣデータは、血流の動きが輝
度値として表現されたデータであってもよい。   
【００１８】
　制御部は、例えば、異なる位置でのＭＣデータを並べることによってＢスキャンＭＣデ
ータを取得してもよい。制御部は、例えば、深さ方向に直交する方向に関する二次元範囲
でのＭＣデータを並べることによって３次元ＭＣデータを取得してもよい。さらに、制御
部は、３次元ＭＣデータを処理して正面ＭＣデータを取得してもよい。   
【００１９】
　ＭＣデータを取得するためのＯＣＴデータの演算方法としては、例えば、複素ＯＣＴデ
ータの強度差もしくは振幅差を算出する方法、複素ＯＣＴデータの強度もしくは振幅の分
散もしくは標準偏差を算出する方法（Speckle variance）、複素ＯＣＴデータの位相差も
しくは分散を算出する方法、複素ＯＣＴデータのベクトル差分を算出する方法、複素ＯＣ
Ｔ信号の位相差及びベクトル差分を掛け合わせる方法が挙げられる。なお、演算手法の一
つとして、例えば、特開２０１５－１３１１０７号公報を参照されたい。
【００２０】
  ＭＣデータの基礎となるＯＣＴ信号を得る場合、制御部は、例えば、走査部を制御し、
同一の走査ラインに関して測定光を複数回走査することによって、時間的に異なる複数の
ＢスキャンＯＣＴ信号を得てもよい。制御部は、時間的に異なる複数のＢスキャンＯＣＴ
信号を処理して、ＢスキャンＭＣデータを得てもよい。
【００２１】
　さらに、制御部は、二次元走査範囲を形成する複数の走査ラインに関してそれぞれ、測
定光を複数回走査してもよい。制御部は、各走査ラインに関して、時間的に異なる複数の
ＢスキャンＯＣＴ信号を処理してＢスキャンＭＣデータを取得してもよい。制御部は、各
走査ラインでのＢスキャンＭＣデータに基づいて、３次元ＭＣデータを取得してもよい。
　　　
【００２２】
 ＜ＭＣデータの撮影シーケンス＞ 
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　制御部は、所定のトリガに基づいてＯＣＴ光学系を制御することにより、以下のような
撮影シーケンスを実行してもよい。撮影シーケンスにおけるＭＣデータの撮影範囲は、例
えば、第１の領域と第２の領域とに大別されてもよい。この場合において、第１の領域と
第２の領域とは、隣接または部分的に重複していてもよい。各々の領域は、予め定められ
ていてもよいし、他の被検体の画像に基づいて自動または手動で設定されてもよい（詳細
は後述する）。第２の領域は、疾患部等の注目部位であり、第１の領域はその周辺部であ
ることが望ましい。なお、第１の領域と第２の領域とが「隣接」する場合は、両者の間の
隙間がゼロである場合に限定されるものではなく、両者の間には、許容しうる程度の隙間
が生じていてもよい。
【００２３】
　本実施形態における撮影シーケンスでは、被検体上の第１の領域と第２の領域との各々
に対するＯＣＴ信号（ＯＣＴデータ）の取得動作が、１つのトリガ信号に基づいて、連続
的に行われてもよい。このとき、第１の領域と第２の領域とのそれぞれにおいてＭＣデー
タを得るために、第１の領域と第２の領域とのそれぞれにおいて時間的に異なる複数のＯ
ＣＴデータが取得される。
【００２４】
　さらにこのとき、本実施形態の撮影シーケンスでは、第１の領域と第２の領域との間で
、撮影条件が互いに異なる。その結果として、本実施形態では、第２の領域では、第１の
領域よりもＳ／Ｎ比が高いＭＣデータが取得されてもよい。
【００２５】
　例えば、制御部は、ＭＣデータの基となる複数のＯＣＴ信号の取得に要する時間を、単
位面積当たりで互いに異ならせるような撮影シーケンスを実行してもよい。
【００２６】
　例えば、上記の撮影シーケンスでは、第２の領域における単位面積当たりのＡスキャン
の回数が、第１の領域よりも多く設定されてもよい。この場合、第２の領域のほうが、第
１の領域と比べて、ＭＣデータの基となる複数のＯＣＴ信号の取得に要する時間が長くな
る。また、撮影シーケンスの結果として、第２の領域におけるＭＣデータのＳ／Ｎ比が、
第１の領域に比べて高くなりやすい。
【００２７】
　第２の領域における単位面積当たりのＡスキャンの回数を第１の領域よりも多く設定す
るような撮影シーケンスの１つの具体例としては、第１の領域と第２の領域との間で、Ｏ
ＣＴデータを取得する密度を異ならせることが考えられる。即ち、第２の領域では、第１
の領域よりも高密度にＯＣＴデータが取得されてもよい。このとき、第２の領域では、走
査量あたりの走査ポイントの数が、第１の領域に比べて多く設定されてもよい。また、第
２の領域では、同一位置におけるＯＣＴデータの繰り返し取得回数が、第１の領域と比べ
て多く設定されてもよい。
【００２８】
　このような撮影シーケンスの結果として、第１の領域については、相対的に画質が低い
ＭＣデータが得られ、第２の領域については、高密度なＯＣＴデータに基づく高画質なＭ
Ｃデータが得られる。第２の領域のＭＣデータは、血管等に関する異常部位、および、特
徴部位での血管状態等のいずれかの確認を行ううえで、より有利となる。また、第２の領
域に対して第１の領域が完全に重複しないので、撮影範囲全体のＭＣデータの撮影時間を
短縮できる。つまり、本実施形態の撮影シーケンスでは、撮影時間を短縮しつつも、領域
毎に必要とされる情報量を持つＭＣデータを得ることができる。
【００２９】
　制御部は、例えば、ＯＣＴ光学系を制御し、設定部によって設定された撮影範囲でのＭ
Ｃデータを動画像として得てもよい。制御部は、ＭＣデータの動画像を表示部に表示して
もよい。これによって、ＭＣデータを動画像として確認でき、血流の変化などを確認でき
る。もちろん、動画像に限定されず、制御部は、設定された撮影範囲でのＭＣデータの静
止画を得てもよい。   
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【００３０】
 なお、制御部は、取得された撮影範囲でのＭＣデータを解析し、解析パラメータを得る
ようにしてもよい。これによれば、例えば、注目部位のＭＣデータによる解析パラメータ
が得られるので、注目部位の診断を好適に行うことができる。この場合、予め取得された
画像データがＭＣデータの場合、予め取得されたＭＣデータと撮影範囲でのＭＣデータと
の両方で解析処理が行われ、各データに基づく解析パラメータが表示部に表示されてもよ
い。なお、撮影範囲でのＭＣデータを動画として得る場合、制御部は、ＯＣＴ光学系を制
御してＭＣデータを繰り返し取得し、取得されたＭＣデータをライブ画像として表示部に
表示してもよい。   
【００３１】
　 例えば、第２のＭＣデータを正面動画像又は３次元動画像として得る場合、被検体に
おける血流速度を考慮して、各位置でのＭＣデータが検出されるようにＯＣＴ光学系を制
御してもよい。この場合、同一位置での時間的に異なるＯＣＴ信号において、血流変化に
よる信号の変化を検出するべく、同一位置にて測定光を再度走査する際の時間間隔が設定
されてもよい。
【００３２】
＜走査量の調整による、ＯＣＴデータの取得密度の変更＞
　制御部は、走査部を制御して第１の領域と第２の領域との間で時間当たりの走査量を異
ならせることによって、取得されるＯＣＴデータの密度を、第１の領域と第２の領域との
間で互いに異ならせてもよい。この場合、例えば、ラスタースキャンによって被検体上で
２次元的に測定光が走査されるのであれば、スキャンライン同士の間隔を規定する副走査
方向（「slow軸方向」ともいう）のステップを変更してもよい（図４参照）。また、第１
の領域と第２の領域との間で、主走査方向（「fast軸方向」ともいう）の走査スピードを
変更してもよい（図５参照）。或いは、両者は併用されてもよい。
【００３３】
　図４Ａ，図４Ｂを用いて副走査方向のステップを変更する制御の一例を説明する。ここ
では、３ｍｍ×３ｍｍの領域が撮影される。撮影範囲のうち副走査方向に関して中心付近
の１／２が第２の領域（符号Ａ２で示す）であり、その上下の１／４ずつが第１の領域（
符号Ａ１で示す）である。図４Ｂに示すように、各領域では、副走査方向の１ステップあ
たりで、主走査が２回行われる。図４Ａでは、全体の１／２に相当する第２の領域の幅で
あって、副走査方向に関する幅が、１．５ｍｍとなる。この幅に対して、１２８A-scans
　で撮影した場合、スキャン密度は、１１．７μｍ／A-scanとなる。つまり、第２の領域
における１ステップは、１１．７μｍとなる。
【００３４】
　また、全体の１／４に相当する第１の領域の幅であって、副走査方向に関する幅は、０
．７５ｍｍとなる。この幅を、４２A-scansで撮影した場合、スキャン密度は、１７．９
μｍ／A-scanとなる。つまり、第１の領域の領域における１ステップは、１７．９μｍと
なる。
【００３５】
　このとき、撮影範囲全体を、１１．７μｍ／A-scanで撮影した場合と比べ、８２．８％
の所要時間で全体を撮影できる（つまり、短縮率ＦＳ＝８２．８%）。一般化すると、第
１の領域の割合をＲとし、第１の領域の走査ポイントの数をNＬとし、第２の領域の走査
ポイントの数をNＨとした場合に、短縮率ＦＳは、次の式（１）で示すことができる。
【００３６】
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【数１】

 
【００３７】
　次に、図５を用いて主走査方向の走査スピードを変更する制御の一例を説明する。図５
に示すように、第１の領域と第２の領域とを横断するようなスキャンラインにおいて測定
光が走査される場合、そのスキャンラインに対する走査の途中で、制御部は、走査スピー
ドを領域毎に変更してもよい。走査スピードは、図５Ｂに示すように、段階的に異なる値
に変化してもよいし、図５Ｃに示すように、連続的に（滑らかに）変化してもよい。なお
、図５Ｃでは、tangent関数状に、主走査方向の走査スピードが変化する例を示している
。
【００３８】
＜第２の領域では、隣り合う走査ポイントにおいてビームスポットをオーバーラップさせ
る＞
　上記のように第１の領域と第２の領域との間で時間当たりの走査量を異ならせる場合、
制御部は走査部を制御することによって、測定光のビームスポットを、第２の領域におい
て隣り合う走査ポイントの間でオーバーラップさせてもよい（部分的に重ね合せてもよい
）。ここでいう走査ポイントは、ＯＣＴ信号の取得位置である。また、隣り合う走査ポイ
ントにおいて照射される。
【００３９】
　制御部は、ビームスポットのオーバーラップを、走査部の走査方向に関して隣りあう２
つの間で少なくとも生じさせてもよい。走査ポイントの間隔が狭くなるほど、ＭＣデータ
において、例えば、毛細血管等をより漏れなく検出できる。より好ましくは、図６Ｂに示
すように、走査方向に対する対角方向に関して隣り合う２つの走査ポイントのビームスポ
ットを、オーバーラップさせてもよい。このようにオーバーラップさせた領域では、ビー
ムスポット同士の隙間が生じ難くなる。その結果、例えば、毛細血管が一層良好に検出で
きるようになる。
【００４０】
　ここで、対角方向に関して隣り合う２つのビームスポットをオーバーラップさせる場合
における好ましい条件を、図６を参照して説明する。図６において、スポット径は約25μ
ｍであると仮定する。ここで、図６Ａに示すように、Ｘ方向、Ｙ方向それぞれのスキャン
間隔（走査ポイントの中心間距離を、スポット径と同じ25μｍ程度と仮定すると、４つの
ビームスポットの中心に隙間が生じることが見て取れる。例えば、眼科分野では、モーシ
ョンコントラストの撮影に利用する対象物が、上記の隙間に対して小さいことが想定され
る。例えば、対象物の一例である、赤血球のサイズが約８μｍであり、毛細血管は最小で
約２μｍである。よって、上記のような隙間があると、対象物に照射されず、モーション
コントラストを適正に描写できない場合が考えられる。
【００４１】
　これに対し、図６Ｂに示すように、「対角方向のスキャン間隔＜ビームスポットのスポ
ット径」という関係性が成り立つのであれば、　走査方向に対する対角方向に関して隣り
合う２つの走査ポイントのビームスポットを、オーバーラップさせることができ、隙間が
生じなくなる。このようにすることで、毛細血管を漏れなく検出できるようになる。
【００４２】
　また、本実施形態において、第１の領域および第２の領域は、被検体上の各走査ポイン
トにおけるビームスポットのスポット径を考慮して定められていてもよい。例えば、被検
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体として被検眼眼底が撮影される場合、本実施形態のＯＣＴ装置では、前眼部を中心に測
定光が旋回されるが、眼底の湾曲によって、眼底の位置毎にビームスポットのスポット径
が異なりうる。このとき、ビームウェスト位置が眼底中心部を基準に設定されていると、
眼底周辺部では眼底中心部に対してビームスポットのスポット径が大きくなる。そこで、
この場合、眼底中心部を第２の領域とし、その周辺部である眼底周辺部を第１の領域とし
、眼底中心部における走査ポイントの間隔を相対的に狭くすることで、眼底の全範囲にお
いて血管を漏れなく検出しやすくなる。
【００４３】
＜ＯＣＴデータのリマッピング処理＞
　第１の領域と第２の領域とを横断するスキャンラインへの走査が行われ、且つ、領域に
応じて走査スピードが変化する場合、リマッピング処理を行って、第１の領域と第２の領
域との間における走査ポイントの間隔の違いを補正してもよい。第１の領域では第２の領
域に比べて走査量当たりの走査ポイントの数が少なくなるため、単純に配置すると伸縮さ
れたような画像になってしまう。そこで、リマッピング処理では、第１の領域において連
続する走査ポイントの中間点についてのＯＣＴデータが、近傍のＯＣＴデータに基づいて
補間されてもよい。補間手法としては、種々の方法が採用可能である。例えば、「Neares
t neighbor法」、「bilinear法」、「bicubic法」「Lanczos法」等のうちいずれの手法が
用いられてもよい。例えば、第２の領域における走査スピードが、第１の領域における走
査スピードの１／２倍となるのであれば、第１の領域におけるＯＣＴデータの数を２倍に
するようなリマッピング処理が行われてもよい。リマッピング処理後のＯＣＴデータに基
づいて生成されるＭＣデータでは、第１の領域と第２の領域との境界付近がより良好に描
画される。
【００４４】
＜ＭＣデータの基となるＯＣＴ信号の繰り返し取得回数を、領域毎に異ならせる＞
　第２の領域において、単位面積当たりのＡスキャンの回数が、第１の領域よりも増大さ
れる撮影シーケンスの別の１つの例として、ＭＣデータを得るためのＯＣＴ信号の繰り返
し取得回数を、第１の領域に比べて第２の領域において多く設定してもよい。ＭＣデータ
を得るためのＯＣＴ信号の繰り返し取得回数は、例えば、同一のスキャンラインに対する
Ｂスキャンの回数であってもよい。但し、必ずしもこれに限定されるものでは無い。
【００４５】
　一例として、第１の領域（符号Ａ１で示す）では、ＯＣＴ信号を、各走査ポイントにお
いて２回繰り返して取得し、第２の領域（符号Ａ２で示す）では、ＯＣＴ信号を４回繰り
返して取得する場合を、図７Ｂに示す。図７Ｂに示すように、第１領域では、１ステップ
あたりで（Ｄ１で示される範囲あたりで）測定光の主走査が２回繰り返される。また、第
２の領域では、１ステップあたりで（Ｄ２で示される範囲あたりで）測定光の主走査が４
回繰り返される。
【００４６】
　このような動作で得られたＯＣＴ信号に基づいて、モーションコントラスト演算を最短
のtime intervalでする場合、第１の領域の撮影結果からは、１枚分のＭＣデータが、第
２の領域の撮影結果からは３枚分のＭＣデータが、それぞれ得られる。第２の領域で得ら
れた３枚分のＭＣデータを加算平均することで該領域のＳ／Ｎ比が改善される。ここで、
図７Ｂのように、撮影範囲全体の１／２の領域（ハッチング部分）については、第２の領
域として４枚撮影を行い、残り１／２の領域については第１の領域として２枚撮影を行っ
た場合、全体を４枚撮影する場合に比べて、撮影時間の短縮率は、７５％となる。なお、
一般化すると、第１の領域の割合をＲとし、第１の領域における撮影回数（ＯＣＴ信号の
繰り返し取得回数）をＮＬとし、第２の領域における撮影回数をＮＨとした場合に、短縮
率ＦＳは、次の式（２）で示すことができる。
【００４７】
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【数２】

 
【００４８】
　また、第２の領域についてのＭＣデータのＳ／Ｎ比を、第１の領域よりも向上させる他
の手法としては、各位置でのＯＣＴ信号の取得時間（走査ポイントにおける露光時間）を
、第２の領域では、第１の領域よりも長くすることが挙げられる。
【００４９】
　また、それぞれの走査ポイントにおけるＯＣＴ信号のtime intervalを、第１の領域に
対して第２の領域では短くしてもよい。なお、この場合は、ＭＣデータの基となる複数の
ＯＣＴ信号の取得に要する時間であって、単位面積あたりの時間は、第１の領域に比べて
第２の領域のほうが短くなりやすいと考えられる。
【００５０】
　スキャン密度、繰り返し取得回数、および、露光時間、time intervalのうち２つ以上
を、撮影範囲の領域毎に異ならせてもよい。例えば、図８の例のように領域を分けて撮影
が行われてもよい。一例として、符号Ａ２，符号Ａ１ｂで示すＹ方向の中心領域は、繰り
返し取得回数が４回の領域である。その中でも、符号Ａ２で示す中心領域は、相対的に高
いスキャン密度でＯＣＴ信号が取得され、符号Ａ１ｂの領域は、相対的に低いスキャン密
度でＯＣＴ信号が取得される。残りの符号Ａ１で示す領域は、繰り返し取得回数が２回と
少なく、尚且つ、相対的に低いスキャン密度でＯＣＴ信号が取得される。
【００５１】
　＜ＭＣデータの撮影条件の設定＞
　更に、ＯＣＴ装置には、被検体上におけるＭＣデータの撮影条件を設定する設定部が設
けられていてもよい。
【００５２】
　設定部は、例えば、ＭＣデータの撮影範囲、撮影範囲の中で領域毎にＯＣＴデータの取
得密度を異ならせるか否か、第１の領域と第２の領域との位置・大きさ・形状、のうち少
なくとも１つを設定してもよい。設定部は、制御部が兼用してもよいし、別のプロセッサ
が用いられてもよい。設定部は、例えば、予め取得された画像データに基づいてＭＣデー
タの撮影条件を設定してもよい。
【００５３】
　＜撮影範囲の設定＞
　設定部は、撮影条件の１つとして、撮影範囲を設定してもよい。撮影範囲としては、Ｘ
Ｙ方向（深さ（Ｚ）方向に直交する方向）に関して一次元的であってもよいし、二次元的
であってもよい。なお、一次元的な撮影範囲の場合、例えば、一つの走査ラインに関して
ラインスキャンによってＭＣデータが取得されてもよいし、二次元的な撮影範囲の場合、
撮影範囲が矩形状であってもよく、例えば、ラスタースキャンによってＭＣデータが取得
されてもよい。その他、撮影範囲が放射状であってもよく、例えば、ラジアルスキャンに
よってＭＣデータが取得されてもよい。
【００５４】
＜撮影範囲に対するＯＣＴデータの取得密度・および繰り返し取得回数の設定＞
　設定部は、撮影条件の１つとして、撮影範囲の中でＯＣＴデータの取得密度を異ならせ
るか否かを設定してもよい。例えば、設定部は、可変密度モードと、固定密度モードと、
の中から、撮影モードを選択可能であってもよい。可変密度モードは、部分的に高密度に
ＭＣデータを撮影する撮影モードである。詳細には、第１の領域と第２の領域とが、撮影
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範囲に対して設定され、撮影が行われるモードである。
【００５５】
　固定密度モードは、各領域を固定密度（予め定められた密度）でＭＣデータを撮影する
撮影モードである。固定密度モードは、例えば、可変密度モードにおける第１の領域また
は第２の領域と同様の密度で撮影範囲全体を撮影してもよいし、いずれとも異なる密度で
撮影範囲全体を撮影してもよい。また、任意の密度が設定可能であってもよい。
【００５６】
＜アラート＞
　上記の固定密度モードにおいて、あるいは、可変密度モードにおける第１の領域におい
て、スキャン密度が所定の閾値を下回る場合に、アラートが出力されてもよい。アラート
として、例えば、注意文等の表示が行われてもよい。例えば、以下の式（３）が成り立つ
ときに、アラートが出力されてもよい。
【００５７】
【数３】

 
【００５８】
　但し、式（３）において、ｄは、ビームスポットのスポット径であり、Ｆｘ，Ｆｙは、
それぞれ、ｘ方向，ｙ方向のＦＯＶであり、Ｎｘ，Ｎｙは、それぞれ、ｘ方向，ｙ方向の
ポイント数である。式（３）によれば、対角方向の走査ポイントの間隔が、スポット径の
α倍を超えたときに、アラートが出力される。αは、１以上の数値であってもよく、適宜
変更可能であってもよい。
【００５９】
＜第１の領域と第２の領域とを、予め用意されたパターンの中から選択＞
　撮影範囲における第１の領域と第２の領域とは、撮影範囲と共に設定部によって設定さ
れてもよい。例えば、撮影範囲に対して第１の領域および第２の領域の位置が予め定めら
れていてもよい。また、撮影範囲に対する第１の領域と第２の領域との配置パターンが１
つ以上用意されており、配置パターンが自動または手動で選択されることで、第１の領域
と第２の領域とが設定されてもよい。
【００６０】
　例えば、本実施形態を眼科分野へ適用する場合、黄斑中心窩の近傍に第２の領域が設定
され、それよりも外側が第１の領域であるような配置パターンが、設定部によって設定さ
れてもよい。例えば、第２の領域は、黄斑中心窩の周囲３ｍｍ×３ｍｍの領域であっても
よい。また、第１の領域は、３ｍｍ×３ｍｍの領域よりも外側の９ｍｍ×９ｍｍの領域と
する。但し、各領域の大きさは必ずしもこれに限られるものでない。加齢黄斑変性の診断
において脈絡膜新生血管（ＣＮＶ）の発生を確認するうえで、黄斑中心窩については詳細
なＭＣデータが必要とされる。上記の配置パターンでは、第２の領域は３ｍｍ×３ｍｍの
大きさがあるので、ＣＮＶの診断に必要な範囲は第２の領域によって包含される。また、
その外側の領域は、例えば、網膜静脈分岐閉塞症（ＢＲＶＯ）および糖尿病網膜症（ＤＲ
）等の診断等において利用される。但し、その場合においては、無灌流域（ＮＰＡ）の有
無が確認されている程度であって、微細な血管についての情報までは、必ずしも必要とさ
れていない。上記の配置パターンにおいて、外側領域は、第１の領域と対応している。よ
って、上記のような配置パターンが設定されることにより、各部位において必要な情報量
を持つＭＣデータを、より短い撮影時間で取得できると考えられる。
【００６１】
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　予め用意された複数の配置パターンの中から手動で選択される場合、設定部は、配置パ
ターンを検者が設定するための指示信号を受け付ける指示受付部を備えてもよい。例えば
、第１の領域と第２の領域とが縦縞状に配置される「第１パターン」と、第１の領域と第
２の領域とが横縞状に配置される「第２パターン」と、第２の領域がＸＹの各方向に関し
て撮影範囲全体の一部に設定される「第３パターン」とのうち少なくとも２つ以上かなら
なる選択肢から、いずれか１つのパターンが選択可能であってもよい。また、上記の各パ
ターンのいずれかにおいて、第１の領域と第２の領域との比率、および、各領域の位置関
係のうち、いずれかが互いに異なる複数のパターンが更に用意されていてもよく、その中
からいずれかが選択可能であってもよい。
【００６２】
＜撮影範囲を、予め取得された画像データに基づいて設定＞
　また、設定部は、予め取得された画像データに基づいて、ＭＣデータの撮影範囲を設定
してもよい。予め取得された画像データとしては、静止画としてキャプチャーされた画像
であってもよいし、動画であってもよい。予め取得された画像データとしては、例えば、
ＯＣＴ光学系を用いて予め取得された画像データであってもよい。これによって、例えば
、ＯＣＴ光学系を用いて取得された画像データによって撮影範囲を設定できるので、撮影
範囲の設定を精度よく行うことができる。この場合、例えば、ＭＣデータであってもよい
し、ＯＣＴ信号（ＯＣＴデータ）であってもよい。ＭＣデータとしては、例えば、Ｂスキ
ャンＭＣデータであってもよいし、正面ＭＣデータであってもよいし、３次元ＭＣデータ
であってもよい。また、ＯＣＴ信号としては、ＢスキャンＯＣＴデータであってもよいし
、正面ＯＣＴデータであってもよいし、３次元ＯＣＴデータであってもよい。   
【００６３】
　予め取得された画像データとしては、例えば、ＯＣＴ光学系とは異なる光学系を用いて
予め取得された画像データであってもよい。この場合、ＯＣＴ光学系とは異なる光学系と
しては、例えば、ＯＣＴ光学系とは異なる光検出器を備え、被検体の正面画像を撮影する
正面撮影光学系であってもよい。例えば、被検体が眼底の場合、正面撮影光学系は、眼底
カメラ光学系であってもよいし、ＳＬＯ光学系（スキャニング・レーザ・オフサルモスコ
ープ）であってもよい。また、眼底の血流を計測するためのレーザスペックルフローグラ
フィ（ＬＳＦＧ）であってもよい。また、画像データに限定されず、設定部は、眼科検査
装置を用いて予め取得された検査データに基づいて、ＭＣデータの撮影範囲を設定しても
よい。検査データとしては、例えば、視野計を用いて予め取得された視野計測結果であっ
てもよい（眼底のＭＣデータを得る際に有用）。また、検査データとしては、例えば、角
膜形状測定装置を用いて予め取得された検査データに基づいて、ＭＣデータの撮影範囲を
設定してもよい（前眼部のＭＣデータを得る際に有用）。   
【００６４】
　前述の画像データを予め得るための装置構成は、本実施形態に係るＯＣＴ装置に設けら
れてもよいし、本実施形態に係るＯＣＴ装置とは別の筐体に配置されてもよい。なお、別
の筐体にて画像データが取得される場合、有線又は無線の通信手段を介して、ＯＣＴ装置
に画像データが送られてもよい。   
【００６５】
　設定部は、予め取得された画像データを解析し、解析結果に基づいてＭＣデータの撮影
範囲を設定してもよい。これによって、ＭＣデータの撮影範囲を容易に設定できる。なお
、画像データの解析は、例えば、画像処理によって行われてもよい。   
【００６６】
　画像データを解析する場合、設定部は、例えば、予め取得された画像データを解析する
ことによって注目部位を特定し、特定された注目部位が含まれるように撮影範囲を設定し
てもよい。注目部位は、例えば、被検体における異常部位であってもよいし、被検体の特
徴部位であってもよい。注目部位を特定するための手法としては、例えば、注目部位の画
像的特徴（例えば、形態、輝度、サイズ等）を利用して注目部位を特定するために作成さ
れた画像処理プログラムを用いて、画像処理によって注目部位が特定されてもよい。   
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【００６７】
　注目部位が特定された場合、設定部は、例えば、注目部位が撮影範囲に含まれるように
、撮影範囲を自動的に設定してよい。この場合、設定部は、例えば、特定された注目部位
の大きさに応じて撮影範囲の大きさを変更してもよい。また、このとき、注目部位を第２
の領域とし、それ以外の撮影範囲を第１の領域として設定してもよい。なお、注目部位が
複数存在する、或いは注目部位が広範囲に及ぶような場合、設定部は、例えば、複数の撮
影範囲を設定してもよい。この場合、各注目領域に対して第２の領域が設定され、それ以
外が第１の領域として設定されてもよい。 
【００６８】
　また、注目部位に関して撮影範囲を設定する場合、設定部は、例えば、予め取得された
画像データを解析することによって被検体の注目部位を特定し、特定された注目部位の位
置を表示部に表示してもよい。さらに、設定部は、例えば、表示部上の注目部位の位置に
基づいて撮影範囲を設定可能であってもよい。
【００６９】
　解析結果に基づいてＭＣデータの撮影範囲を設定する場合、上記手法に限定されず、設
定部は、例えば、画像データを解析した際の解析パラメータ（例えば、解析値）に基づい
て、ＭＣデータの撮影範囲を設定してもよい。この場合、予め取得された画像データは、
ＭＣデータの場合であってもよい。例えば、設定部は、予め取得されたＭＣデータを解析
することによって被検体の少なくとも一部の血管密度を求め、血管密度が閾値を超える領
域を注目部位として、第１の領域および第２の領域の設定を行ってもよい。もちろん、血
管密度が閾値を下回る領域が注目部位であってもよい。また、例えば、アーケード血管を
検出し、その内側を第２の領域とし、外側を第１の領域として設定してもよい。反対に、
内側が第１の領域、外側が第２の領域として設定されてもよい。なお、解析パラメータを
得る場合、設定部は、ＸＹ方向に関して画像データを複数の領域に分割し、分割された各
領域に関して解析パラメータを求めてもよい。 
【００７０】
　解析結果に基づいてＭＣデータの撮影範囲を設定する場合、正常か否かの判定処理とし
て、被検体の血管に関する正常眼データベースが用いられてもよい。設定部は、判定処理
の結果に基づいて撮影範囲を設定してもよく、例えば、異常と判定された領域を撮影範囲
として設定してもよいし、正常と判定された領域を撮影範囲として設定してもよい。   
例えば、設定部は、予め取得されたＭＣデータを解析することによって求められた被検体
の血管密度に関し、血管密度に関する正常眼データベースを用いて正常か否かを判定処理
し、判定結果に基づいて撮影範囲を設定してもよい。
【００７１】
　また、設定部は、予め取得されたＭＣデータと、血管形状に関する正常眼データベース
（例えば、正常眼の血管モデル）との相違度を画像処理によって求め、正常か否かを相違
度に応じて判定処理し、判定結果に基づいて撮影範囲を設定してもよい。   
なお、ＭＣデータに基づいて、眼底血管の解析パラメータ（例えば、血管密度、血管形状
）を求める場合、被検眼の眼軸長値に応じて、解析パラメータを補正してもよい。これに
よって、眼軸長の違いに伴うデータ取得領域の違いを補正できる。また、前述したように
、眼底の解析パラメータと正常眼データベースとの比較を行う場合においても、正確な比
較を行うことができる。   
【００７２】
　解析パラメータに基づく撮影範囲の設定に関し、予め取得された画像データは、ＯＣＴ
データであってもよい。例えば、設定部は、予め取得されたＯＣＴデータを解析すること
によって被検体の少なくとも一部の厚みを求め、厚みが閾値を超える領域を撮影範囲とし
て設定してもよい。もちろん、厚みが閾値を下回る領域が撮影範囲として設定されてもよ
い。このとき、厚みの違いによって、第１の領域と第２の領域とが区分けされてもよい。
なお、撮影範囲を設定する他の例としては、設定部は、ＭＣデータの撮影範囲を検者が設
定するための指示信号を受け付ける指示受付部を備えてもよい。設定部は、指示受付部か
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らの指示信号に基づいてＭＣデータの撮影範囲を設定してもよい。これによって、例えば
、検者の所望部位を撮影範囲として設定できる。この場合、例えば、予め取得された画像
データが表示部にされてもよく、設定部は、操作部からの指示信号に基づいて、予め取得
された画像データ上でＭＣデータの撮影範囲を設定してもよい。なお、設定部は、ＭＣデ
ータ上において撮影範囲に対応する電子的表示を行ってもよい。なお、撮影範囲の大きさ
、位置の少なくともいずれかを変更可能であってもよい。さらに、撮影範囲の大きさ、位
置の変更に応じて、電子的表示を変更してもよい。   
【００７３】
　ここで、予め取得された画像データとして、ＯＣＴ光学系によって得られた正面ＭＣデ
ータ又は正面ＯＣＴデータが用いられることで、例えば、深さ方向に直交する方向に関す
るＯＣＴデータを二次元的に備えているので、撮影範囲を正確に設定することができる。
【００７４】
　なお、設定部は、例えば、被検体における一部の３次元領域を撮影範囲として設定可能
であってもよい。これにより、被検体における一部の３次元領域に関するＭＣデータが取
得可能である。   
【００７５】
　また、設定部によって設定されるＭＣデータの撮影範囲は、予め取得された画像データ
よりも狭い撮影範囲であってもよい。これによって、例えば、画像データの注目部位に関
するＭＣデータが取得可能である。この場合、撮影範囲は、深さ方向に直交する方向に関
して少なくとも撮影範囲が狭くてもよい。  
【００７６】
　＜被検眼への適用＞   
　なお、本実施形態のＯＣＴ装置は、例えば、眼（前眼部、眼底等）のＯＣＴ信号を取得
する眼科用ＯＣＴ装置に適用可能である。この場合、予め取得された画像データとしては
、例えば、眼の正面ＭＣデータ、眼の正面ＯＣＴデータであってもよい。眼の正面ＭＣデ
ータ（又は眼の正面ＯＣＴデータ）は、例えば、眼の３次元ＭＣデータ（又は眼の３次元
ＯＣＴデータ）から生成されてもよく、例えば、深さ方向の少なくとも一部の領域に関し
て３次元データを画像化することによって取得されてもよい。   
【００７７】
　眼の正面ＭＣデータ（又は眼の正面ＯＣＴデータ）は、深さ方向全体の層領域に関して
３次元ＭＣデータ（又は３次元ＯＣＴデータ）を演算することによって取得されてもよい
。 
【００７８】
　眼の正面ＭＣデータ（又は眼の正面ＯＣＴデータ）は、３次元ＭＣデータ（又は３次元
ＯＣＴデータ）を深さ方向の一部の特定の層領域に関して３次元ＭＣデータ（又は３次元
ＯＣＴデータ）を演算することによって取得されてもよい。演算手法としては、積算処理
であってもよいし、他の手法（例えば、ヒストグラム演算）であってもよい。特定の層領
域に関するデータは、例えば、３次元ＭＣデータ（又は３次元ＯＣＴデータ）に対するセ
グメンテーション処理によって、各データは層毎に分離されてもよい。   
【００７９】
　例えば、眼底の特定の層領域に関する正面ＭＣデータ（又は正面ＯＣＴデータ）を用い
て、ＭＣデータの撮影範囲を設定することによって、特定の層の状態を考慮した撮影範囲
を設定できる。また、深さ方向に直交する方向に関して二次元的な情報を持つので、例え
ば、注目部位に関する撮影範囲の設定を精度よく行うことができる。 
【００８０】
　なお、被検体としては、眼（前眼部、眼底等）、皮膚など生体のほか、生体以外の材料
であってもよい。
【００８１】
　 ＜実施例＞ 
　以下、本実施形態に係る本実施例のＯＣＴ装置について図面を用いて説明する。図１に
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示すＯＣＴ装置１は、ＯＣＴデバイス１０によって取得されたＯＣＴ信号を処理する。 
【００８２】
　ＯＣＴ装置１は、例えば、ＣＰＵ７１を備える。ＣＰＵ７１は、例えば、一般的なＣＰ
Ｕ（Central Processing Unit）７１、ＲＯＭ７２、ＲＡＭ７３、等で実現される。ＲＯ
Ｍ７２には、例えば、ＯＣＴ信号を処理するためのＯＣＴ信号処理プログラム、ＯＣＴデ
バイス１０の動作を制御するための各種プログラム、初期値等が記憶される。ＲＡＭ７３
は、例えば、各種情報を一時的に記憶する。なお、ＣＰＵ７１は、複数の制御部（つまり
、複数のプロセッサ）によって構成されてもよい。 
【００８３】
　ＣＰＵ７１には、図１に示すように、例えば、記憶部（例えば、不揮発性メモリ）７４
、操作部７６、および表示部７５等が電気的に接続されている。記憶部７４は、例えば、
電源の供給が遮断されても記憶内容を保持できる非一過性の記憶媒体である。例えば、ハ
ードディスクドライブ、フラッシュＲＯＭ、着脱可能なＵＳＢメモリ等を記憶部７４とし
て使用することができる。 
【００８４】
　操作部７６には、検者による各種操作指示が入力される。操作部７６は、入力された操
作指示に応じた信号をＣＰＵ７１に出力する。操作部７６には、例えば、マウス、ジョイ
スティック、キーボード、タッチパネル等の少なくともいずれかのユーザーインターフェ
イスを用いればよい。 
【００８５】
　表示部７５は、装置１の本体に搭載されたディスプレイであってもよいし、本体に接続
されたディスプレイであってもよい。例えば、パーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」
という。）のディスプレイを用いてもよい。複数のディスプレイが併用されてもよい。ま
た、表示部７５は、タッチパネルであってもよい。表示部７５がタッチパネルである場合
、表示部７５は操作部７６として兼用されてもよい。表示部７５は、例えば、ＯＣＴデバ
イス１０によって取得されたＯＣＴ画像、モーションコントラスト画像等を表示する。  
　　　
【００８６】
　なお、本実施例のＯＣＴ装置１は、例えば、ＯＣＴデバイス１０が接続されている。接
続方法は、無線であってもよいし、有線であってもよいし、その両方であってもよい。な
お、ＯＣＴ装置１は、例えば、ＯＣＴデバイス１０と同一の筐体に収納された一体的な構
成であってもよいし、別々の構成であってもよい。ＣＰＵ７１は、接続されたＯＣＴデバ
イス１０からＯＣＴ信号，モーションコントラストデータ，Ｅｎｆａｃｅ画像等の少なく
ともいずれかのＯＣＴデータを取得してもよい。もちろん、ＣＰＵ７１は、ＯＣＴデバイ
ス１０と接続されていなくともよい。この場合、ＣＰＵ７１は、記憶媒体を介してＯＣＴ
デバイス１０によって撮影されたＯＣＴデータを取得してもよい。
【００８７】
　 ＜ＯＣＴデバイス＞ 
　以下、図２に基づいてＯＣＴデバイス１０の概略を説明する。例えば、ＯＣＴデバイス
１０は、被検眼Ｅに測定光を照射し、その反射光と測定光とによって取得されたＯＣＴ信
号を取得する。ＯＣＴデバイス１０は、例えば、ＯＣＴ光学系１００を主に備える。
【００８８】
　 ＜ＯＣＴ光学系＞   
　ＯＣＴ光学系１００は、被検眼Ｅに測定光を照射し、その反射光と参照光との干渉信号
を検出する。ＯＣＴ光学系１００は、例えば、測定光源１０２と、カップラー（光分割器
）１０４と、測定光学系１０６と、参照光学系１１０と、検出器１２０等を主に備える。
【００８９】
　ＯＣＴ光学系１００は、いわゆる光断層干渉計（ＯＣＴ：Optical coherence tomograp
hy）の光学系である。ＯＣＴ光学系１００は、測定光源１０２から出射された光をカップ
ラー１０４によって測定光（試料光）と参照光に分割する。分割された測定光は測定光学
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系１０６へ、参照光は参照光学系１１０へそれぞれ導光される。測定光は測定光学系１０
６を介して被検眼Ｅの眼底Ｅｆに導かれる。その後、被検眼Ｅによって反射された測定光
と，参照光との合成による干渉光を検出器１２０に受光させる。   
【００９０】
　測定光学系１０６は、例えば、走査部（例えば、光スキャナ）１０８を備える。走査部
１０８は、例えば、被検眼上の撮像位置を変更するため、被検眼上における測定光の走査
位置を変更する。例えば、ＣＰＵ７１は、設定された走査位置情報に基づいて走査部１０
８の動作を制御し、検出器１２０によって検出された受光信号に基づいてＯＣＴ信号を取
得する。   
【００９１】
　走査部１０８は、例えば、眼底上でＸＹ方向（横断方向）に測定光を走査させる。走査
部１０８は、瞳孔と略共役な位置に配置される。例えば、走査部１０８は、２つのガルバ
ノミラー５１，５２を有し、その反射角度が駆動機構５０によって任意に調整される。こ
れによって、光源１０２から出射された光束はその反射（進行）方向が変化され、眼底上
で任意の方向に走査される。つまり、眼底Ｅｆ上における「Ｂスキャン」が行われる。な
お、走査部１０８としては、光を偏向させる構成であればよい。例えば、反射ミラー（ガ
ルバノミラー、ポリゴンミラー、レゾナントスキャナ）の他、光の進行（偏向）方向を変
化させる音響光学素子（ＡＯＭ）等が用いられる。 
【００９２】
　また、測定光学系１０６は、対物光学系１０９を有してもよい。対物光学系１０９は、
測定光の旋回点を、被検眼の前眼部に形成する。旋回点は、対物光学系１０９に関して光
スキャナ１０８と共役な位置に形成される。
【００９３】
　参照光学系１１０は、眼底Ｅｆでの測定光の反射によって取得される反射光と合成され
る参照光を生成する。参照光学系１１０は、マイケルソンタイプであってもよいし、マッ
ハツェンダタイプであっても良い。参照光学系１１０は、例えば、反射光学系（例えば、
参照ミラー）によって形成され、カップラー１０４からの光を反射光学系により反射する
ことにより再度カップラー１０４に戻し、検出器１２０に導く。他の例としては、参照光
学系１１０は、透過光学系（例えば、光ファイバー）によって形成され、カップラー１０
４からの光を戻さず透過させることにより検出器１２０へと導く。   
【００９４】
　参照光学系１１０は、例えば、参照光路中の光学部材を移動させることによって、測定
光と参照光との光路長差を変更する構成を有する。例えば、参照ミラーが光軸方向に移動
される。なお、光路長差を変更するための構成は、導光光学系１０６の光路中に配置され
てもよい。   
【００９５】
　検出器１２０は、測定光と参照光との干渉状態を検出する。フーリエドメインＯＣＴの
場合では、干渉光のスペクトル強度が検出器１２０によって検出され、スペクトル強度デ
ータに対するフーリエ変換によって所定範囲における深さプロファイル（Ａスキャン信号
）が取得される。   
【００９６】
　なお、ＯＣＴデバイス１０として、例えば、Spectral-domain OCT（ＳＤ－ＯＣＴ）、S
wept-source OCT（ＳＳ－ＯＣＴ）、Time-domain OCT（ＴＤ－ＯＣＴ）等が用いられても
よい。   
【００９７】
　ＳＤ－ＯＣＴの場合、光源１０２として低コヒーレント光源（広帯域光源）が用いられ
、検出器１２０には、干渉光を各周波数成分（各波長成分）に分光する分光光学系（スペ
クトルメータ）が設けられる。スペクトルメータは、例えば、回折格子とラインセンサか
らなる。   
【００９８】
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　ＳＳ－ＯＣＴの場合、光源１０２として出射波長を時間的に高速で変化させる波長走査
型光源（波長可変光源）が用いられ、検出器１２０として、例えば、単一の受光素子が設
けられる。光源１０２は、例えば、光源、ファイバーリング共振器、及び波長選択フィル
タによって構成される。そして、波長選択フィルタとして、例えば、回折格子とポリゴン
ミラーの組み合わせ、ファブリー・ペローエタロンを用いたものが挙げられる。   
【００９９】
　＜正面撮影光学系＞   
　正面撮影光学系２００は、例えば、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを正面方向（例えば、測定光の
光軸方向）から撮影し、眼底Ｅｆの正面画像を得る。正面撮影光学系２００は、例えば、
光源から発せられた測定光（例えば、赤外光）を眼底上で二次元的に走査させる第２の走
査部と、眼底と略共役位置に配置された共焦点開口を介して眼底反射光を受光する第２の
受光素子と、を備え、いわゆる走査型レーザ検眼鏡（ＳＬＯ）の装置構成であってもよい
（例えば、特開２０１５－６６２４２号公報参照）。なお、正面撮影光学系２００の構成
としては、いわゆる眼底カメラタイプの構成であってもよい（特開２０１１－１０９４４
参照）。なお、本実施例の正面撮影光学系２００は、測定光学系１０６の一部の光学素子
を兼用している。   
【０１００】
　＜固視標投影部＞   
　固視標投影部３００は、眼Ｅの視線方向を誘導するための光学系を有する。投影部３０
０は、眼Ｅに呈示する固視標を有し、複数の方向に眼Ｅを誘導できる。   
【０１０１】
　例えば、固視標投影部３００は、可視光を発する可視光源を有し、視標の呈示位置を二
次元的に変更させる。これによって、視線方向が変更され、結果的に撮像部位が変更され
る。例えば、撮影光軸と同方向から固視標が呈示されると、眼底の中心部が撮像部位とし
て設定される。また、撮影光軸に対して固視標が上方に呈示されると、眼底の上部が撮像
部位として設定される。すなわち、撮影光軸に対する視標の位置に応じて撮影部位が変更
される。   
【０１０２】
　固視標投影部３００としては、例えば、マトリクス状に配列されたＬＥＤの点灯位置に
より固視位置を調整する構成、光スキャナを用いて光源からの光を走査させ、光源の点灯
制御により固視位置を調整する構成等、種々の構成が考えられる。また、固視標投影部３
００は、内部固視灯タイプであってもよいし、外部固視灯タイプであってもよい。 
【０１０３】
　 ＜制御動作＞ 
　以上のようなＯＣＴ装置１において、ＯＣＴデバイス１０によって取得されたＯＣＴデ
ータを処理するときの制御動作を図９のフローチャートに基づいて説明する。本実施例の
ＯＣＴ装置１は、例えば、ＯＣＴデバイス１０によって検出されたＯＣＴ信号を処理して
モーションコントラストを取得する。以下の説明では、例えば、ＣＰＵ７１がＯＣＴデバ
イス１０を制御してＯＣＴ信号を取得するが、ＯＣＴデバイス１０に個別に制御部が設け
られてもよい。
【０１０４】
＜ステップＳ１～ステップＳ３＞
　まず、例えば、ＣＰＵ７１は、固視標投影部３００を制御して被検者に固視標を投影す
る（Ｓ１）。そして、ＣＰＵ７１は、図示無き前眼部観察用カメラで撮影される前眼部観
察像に基づいて、被検眼Ｅの瞳孔中心に測定光軸がくるように図示無き駆動部を制御して
自動でアライメントを行う（Ｓ２）。 
【０１０５】
　その後、ＣＰＵ７１は、正面撮影光学系２００を制御して、眼底の正面画像の取得を開
始する（Ｓ３）。正面画像は、表示部７５に表示されてもよい。以下の説明において、正
面画像は、ＭＣデータの撮影範囲を設定するために利用される。また、測定光の走査を、
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眼球の眼の動きに追従させるために、正面画像によるライブ画像が利用される。
【０１０６】
＜ステップＳ４：撮影範囲の設定＞
　次に、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータの撮影範囲を、正面画像に基づいて設定する。撮影範
囲は、正面画像から検出される特徴部に基づいて自動的に設定されてもよいし、検者によ
って手動で設定されてもよい。検者が手動でＭＣデータの撮影範囲を設定する場合、表示
部７５には、静止画または動画像として正面画像が表示され、その正面画像を介して検者
が指定した領域へ、撮影範囲が設定されてもよい。
【０１０７】
　本実施例では、眼底の中心窩の周りに撮影範囲が設定される。また本実施例では、第１
の領域と第２の領域とは、撮影範囲に応じて、一義的に設定される。以下の説明では、中
心窩の近傍領域が本実施例における第２の領域であり、その周囲の領域が、本実施例にお
ける第１の領域であるものとする。第１の領域と第２の領域とは、連続した領域であって
、第１の領域は眼底の周辺部と対応している。
【０１０８】
＜ステップＳ５：ＯＣＴデータの取得＞
　撮影範囲に対するＭＣデータの撮影は、所定の撮影トリガを受け付けることで開始され
る（ステップＳ５）。撮影トリガとしては、例えば、ＯＣＴ装置１の操作部７６に対する
検者によるレリーズ操作であってもよい。また、撮影範囲の設定処理（ステップＳ４）等
の所定の処理の完了が、撮影トリガとして利用されることで、ＭＣデータの撮影が自動的
に開始されてもよい。
【０１０９】
　ＣＰＵ７１はＯＣＴデバイス１０を制御し、設定された撮影範囲におけるＭＣデータを
撮影する。例えば、ＣＰＵ７１は、眼底Ｅｆにおいて測定光を走査させる。例えば、図３
Ａに示すように、ＣＰＵ７１は、走査部１０８の駆動を制御し、眼底Ｅｆ上の撮影範囲Ａ
１において測定光を走査させる。なお、図３Ａにおいて、ｚ軸の方向は、測定光の光軸の
方向とする。ｘ軸の方向は、ｚ軸に垂直であって被検者の左右方向とする。ｙ軸の方向は
、ｚ軸に垂直であって被検者の上下方向とする。   
【０１１０】
　例えば、ＣＰＵ７１は、第１の領域Ａ１と第２の領域Ａ２からなる撮影範囲Ａにおいて
走査ラインＳＬ１，ＳＬ２，・・・，ＳＬｎに沿ってｘ方向に測定光を走査させる。なお
、測定光の光軸方向に交差する方向（例えば、ｘ方向）に測定光を走査させることを「Ｂ
スキャン」と呼ぶ。また、１回のＢスキャンによって得られたＯＣＴ信号を、ここでは、
１フレームのＯＣＴ信号として説明する。ＣＰＵ７１は、測定光を走査する間、検出器１
２０によって検出されたＯＣＴ信号を取得する。ＣＰＵ７１は、例えば、撮影範囲Ａにお
いて取得されたＯＣＴ信号を記憶部７４に記憶させる。なお、撮影範囲Ａは、上記のよう
に、ｘｙ方向の走査領域であってｘ方向の走査ラインがｙ方向に複数並んだ走査領域であ
ってもよい。したがって、ＣＰＵ７１は、例えば、ｘｙ方向に２次元的に測定光を走査さ
せ、各走査位置においてｚ方向のＡスキャン信号を得る。つまり、ＣＰＵ７１は、例えば
、３次元データを取得する。
【０１１１】
　本実施例では、第１の領域Ａ１と第２の領域Ａ２との両方を、走査ラインＳＬ１，ＳＬ
２，・・・，ＳＬｎの各々が横断する。ＣＰＵ７１は、走査部１０８を制御して、各走査
ラインにおける走査の途中で、走査スピードを変更させる。詳細には、第１の領域Ａ１に
対する走査と第２の領域Ａ２に対する走査と、の間で、走査スピードを切換える。ここで
、例えば、第１の領域Ａ１および第２の領域Ａ２の各々に対応する走査部１０８の走査範
囲は既知であるため、走査スピードは、走査部１０８の変位量に応じて変更してもよい。
本実施例では、第１の領域Ａ１における走査スピードよりも第２の領域Ａ２における走査
スピードを遅くするように、走査部１０８が駆動制御される。具体例として、第２の領域
Ａ２における走査スピードを、第１の領域Ａ１の１／２とする。その結果、第１の領域Ａ
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１における走査ポイントの間隔（詳細には、中心位置の間隔）に対して狭い間隔で、第２
の領域Ａ２における走査ポイントの間隔が狭くなる。詳細には、１／２の間隔となる。こ
のようにして、本実施例では、ＭＣデータの基となるＯＣＴデータが、第２の領域Ａ２で
は、第１の領域Ａ１と比べて２倍の密度で取得される。
【０１１２】
　本実施例では、ＯＣＴ信号に基づいてモーションコントラストを取得する。モーション
コントラストは、例えば、被検眼の血流、網膜組織の変化などを捉えた情報であってもよ
い。モーションコントラストを取得する場合、ＣＰＵ７１は、被検眼の同一位置に関して
時間的に異なる少なくとも２つのＯＣＴ信号を取得する。例えば、ＣＰＵ７１は、各走査
ラインにおいて時間間隔を空けて複数回のＢスキャンを行い、時間の異なる複数のＯＣＴ
信号を取得する。例えば、ＣＰＵ７１は、ある時間において１回目のＢスキャンを行った
後、所定時間経過してから１回目と同じ走査ラインで２回目のＢスキャンを行う。ＣＰＵ
７１は、このときに検出器１２０によって検出されたＯＣＴ信号を取得することによって
、時間の異なる複数のＯＣＴ信号を取得してもよい。 
【０１１３】
　例えば、図３Ｂは、走査ラインＳＬ１，ＳＬ２，・・・，ＳＬｎにおいて時間の異なる
複数回のＢスキャンを行った場合に取得されたＯＣＴ信号を示している。例えば、図３Ｂ
は、走査ラインＳＬ１を時間Ｔ１１，Ｔ１２，・・・，Ｔ１Ｎで走査し、走査ラインＳＬ
２を時間Ｔ２１，Ｔ２２，・・・，Ｔ２Ｎで走査し、走査ラインＳＬｎを時間Ｔｎ１，Ｔ
ｎ２，・・・，ＴｎＮで走査した場合を示している。このように、ＣＰＵ７１はＯＣＴデ
バイス１０を制御し、各走査ラインにおいて時間の異なる複数回のＢスキャンを行うこと
によって、時間の異なる複数のＯＣＴ信号を取得してもよい。例えば、ＣＰＵ７１は、同
一位置における時間の異なる複数のＯＣＴ信号を取得し、そのデータを記憶部７４に記憶
させる。
【０１１４】
＜ステップＳ６：ＯＣＴデータのリマッピング＞
　以上のようにして取得されたＯＣＴデータは、第１の領域Ａ１と第２の領域Ａ２とにお
いて、走査量あたりの走査ポイントの数が異なっている。各Ｂスキャンの間で対応するＯ
ＣＴ信号からＭＣデータを生成する際に、リマッピング処理が、ＣＰＵ７１によって事前
に行われる。本実施例では、「Nearest neighbor」によって第１の領域Ａ１と対応する走
査範囲で得られたＯＣＴデータが補間される。本実施例では、第１の領域Ａ１の走査ポイ
ント毎の中間点におけるＯＣＴデータが補間される。つまり、本実施例では、第１の領域
Ａ１における走査ポイントの数が、第２の領域Ａ２における走査スピードの逆比で倍増さ
れて補間される。
【０１１５】
＜ステップＳ７：モーションコントラストの取得＞   
　ＣＰＵ７１は上記のようにＯＣＴ信号を取得すると、ＯＣＴ信号を処理してモーション
コントラストを取得する。モーションコントラストを取得するためのＯＣＴ信号の演算方
法としては、例えば、複素ＯＣＴ信号の強度差を算出する方法、複素ＯＣＴ信号の位相差
を算出する方法、複素ＯＣＴ信号のベクトル差分を算出する方法、複素ＯＣＴ信号の位相
差及びベクトル差分を掛け合わせる方法、信号の相関を用いる方法（コリレーションマッ
ピング）などが挙げられる。本実施例では、モーションコントラストとして位相差を算出
する方法を例に説明する。   
【０１１６】
　例えば、位相差を算出する場合、ＣＰＵ７１は複数のＯＣＴ信号をフーリエ変換する。
例えば、Ｎフレーム中ｎ枚目の（ｘ，ｚ）の位置の信号をＡｎ（ｘ，ｚ）で表すと、ＣＰ
Ｕ７１は、フーリエ変換によって複素ＯＣＴ信号Ａｎ（ｘ，ｚ）を得る。複素ＯＣＴ信号
Ａｎ（ｘ，ｚ）は、実数成分と虚数成分とを含む。 
【０１１７】
 ＣＰＵ７１は、同じ位置の少なくとも２つの異なる時間に取得された複素ＯＣＴ信号Ａ
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（ｘ，ｚ）に対して位相差を算出する。例えば、ＣＰＵ７１は下記の式（４）を用いて、
位相差を算出する。例えば、ＣＰＵ７１は、各走査ラインにおいて位相差を算出し（図３
Ｃ参照）、そのデータを記憶部７４に記憶させてもよい。なお、数式中のＡｎは時間ＴＮ
に取得された信号を示し、＊は複素共役を示している。   
【０１１８】
【数４】

 
【０１１９】
 上記のように、ＣＰＵ７１は、ＯＣＴ信号に基づいて被検眼Ｅの３次元モーションコン
トラストデータを取得する。なお、前述のように、モーションコントラストとしては、位
相差に限らず、強度差、ベクトル差分等が取得されてもよい。
【０１２０】
＜ステップＳ８：確認画面の表示＞   
　被検眼の撮影が行われると、ＣＰＵ７１は、例えば、撮影結果を表示部７５に表示する
。撮影結果として、少なくともモーションコントラストデータ（以下、ＭＣデータと略す
）が表示される。
【０１２１】
　一例として、図１０に示す撮影範囲全体の正面ＭＣデータが表示されてもよい。このよ
うな正面ＭＣデータにおいて、眼底の中央部に対応する第２の領域Ａ２は、周辺部に対応
する第１の領域Ａ１と比べて、走査量あたりの走査ポイントの数が多く設定されており、
より高密度なＭＣデータである。このような表示が行われることで、例えば、眼底中心部
における脈絡膜新生血管（ＣＮＶ）の発生状況と撮影範囲全体の無灌流域（ＮＰＡ）の有
無とを、画面上の正面ＭＣデータから、検者は良好に確認できる。
【０１２２】
＜変容形態＞  
　以下、本実施形態に係る変容形態について説明する。
【０１２３】
＜パノラマ撮影＞
　例えば、撮影範囲全体のＭＣデータは、パノラマデータであってもよい。パノラマデー
タは、例えば、撮影範囲全体を複数の領域に分けて領域毎に得られた複数のＭＣデータを
合成（コラージュ）することで生成される。
【０１２４】
　具体例として、撮影範囲が９ｍｍ×９ｍｍである場合は、例えば、３ｍｍ×３ｍｍの撮
影範囲で９回に分けてＭＣデータを撮影し、コラージュすることで、撮影範囲と対応する
パノラマデータが生成される。このとき、中心の３ｍｍ×３ｍｍについては、第２の領域
として高密度なＭＣデータを撮影し、残りの領域は第1の領域として低密度なＭＣデータ
を撮影し、コラージュしてもよい。このとき、パノラマデータを構成する複数のＭＣデー
タの撮影は、１のレリーズ信号に基づいて連続的に実行されてもよい。
【０１２５】
＜画角切換に伴う密度調整＞
　ＯＣＴデバイスとして、撮影可能な画角を光学的に切換可能な装置が近年提案されてい
る。例えば、走査部と被検眼との間に置かれる対物光学系が切換ることで、画角を切換る
ことができる。この種の装置では、被検体上におけるビームスポットの径が、画角と共に
変更されることが考えられる。例えば、対物光学系１０９に、広角アタッチメントが挿入
されることで、測定光の走査範囲が拡大されてもよい（換言すれば、撮影範囲が広角化さ
れてもよい）。広角アタッチメントは、対物光学系１０９へ挿入されることで、眼底上に
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おけるビームスポットの径を増大させる。しかし、ビームスポットの径が増大すると、解
像力が低下する。
【０１２６】
　これに対し、測定光学系は、例えば、光スキャナ１０８と、カップラー１０４との間に
、可変ビームエキスパンダ（光束径調整部）を有していてもよい。そして、例えば、本実
施例では、制御部７０は、広角アタッチメントの挿脱に応じて、可変ビームエキスパンダ
を駆動し、挿入状態でのビームスポットの径を、退避状態に対して縮小してもよい。これ
により、広角アタッチメントの挿入に伴う解像力の低下は抑制される。反面、可変ビーム
エキスパンダを駆動してビームスポットの径を縮小すると、隣り合う走査ポイント間で、
ビームスポットの隙間が生じやすくなるので、ＭＣデータを得るうえでは不利となり得る
。
【０１２７】
　そこで、ＭＣデータを得るうえで、制御部７０は、ビームスポットの径に応じて、スキ
ャン密度（換言すれば、画角当たりの走査ポイント数）を変更してもよい。例えば、上記
のように、広角アタッチメントが挿入されて画角が増大され、更に、光束径調整部によっ
てビームスポットの径が縮小される場合は、広角アタッチメントの退避状態に対して高い
スキャン密度で、時間的に異なる複数のＯＣＴ信号を取得し、そのようにして得たＯＣＴ
信号に基づいてＭＣデータを取得してもよい。画角変更の前後両方において、良好なＭＣ
データが得られる。
【０１２８】
＜ＯＣＴ以外の装置への適用＞
　上記実施形態では、本開示をＯＣＴ装置の実施形態に基づいて説明した。しかし、必ず
しもこれに限られるものでは無く、走査型の撮影装置（特に、眼科撮影装置）に対して、
本開示の技術は適用されてもよい。例えば、ＯＣＴと並んで眼科分野において広く知られ
ている走査型の撮影装置として、走査型レーザー検眼鏡がある。
【０１２９】
　走査型の撮影装置は、走査光学系と、制御手段と、を少なくとも有する。走査光学系は
、走査部を有する。走査部は、光源からの光を偏向し、被検体上で走査する。また、走査
光学系は、被検体からの戻り光に基づいて被検体を撮影する。
【０１３０】
　制御部は、被検体上の第１の領域と第１の領域と隣接または部分的に重複する第２の領
域とのそれぞれを、所定のトリガ信号に基づいて連続的に撮影する撮影シーケンスを実行
する。
【０１３１】
　このような撮影装置に対して、例えば、上記実施形態において＜　＞で示した動作を、
適宜実行してもよい。例えば、＜第２の領域では、隣り合う走査ポイントにおいてビーム
スポットをオーバーラップさせる＞を適用してもよい。この場合、撮影シーケンスでは、
第２の領域における少なくとも一部の走査ポイントにおいて、走査部の走査方向に関して
隣りあう２つの走査ポイントに対して照射された光のビームスポットがオーバーラップす
るように、走査部が制御されてもよい。また、更に、制御部は、更に、第２の領域におけ
る少なくとも一部のＯＣＴ信号の走査ポイントにおいて、走査部の走査方向に対する対角
方向に関して隣り合う２つの走査ポイントに対するビームスポットがオーバーラップする
ように、走査部が制御されてもよい。
【符号の説明】
【０１３２】
　１ ＯＣＴ装置   
　１０ ＯＣＴデバイス   
　７０ 制御部   
　７１ ＣＰＵ   
　７２ ＲＯＭ   
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　７３ ＲＡＭ   
　７４ 記憶部   
　７５ 表示部   
　７６ 操作部   
　１００ ＯＣＴ光学系   
　１０８ 走査部   
　２００ 正面撮影光学系  
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